
 決
議 

 

 

少
子
高
齢
化
が
一
層
進
行
し
、
社
会
保
障
費
は
医
療
・
介
護
を
中
心
に
増
加
が
見
込
ま
れ
る
。
政
府
は
、

昨
年
末
消
費
税
の
使
途
も
含
め
た
社
会
保
障
制
度
を
、
お
年
寄
り
も
若
者
も
安
心
で
き
る
全
世
代
型
へ
と
大

き
く
転
換
す
る
閣
議
決
定
を
し
た
。
し
か
し
、
全
世
代
型
と
な
っ
て
も
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
た
長
寿
社
会
を

支
え
る
医
療
財
源
は
し
っ
か
り
と
確
保
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。 

ま
た
、
一
〇
％
へ
の
消
費
増
税
が
来
年
十
月
に
予
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
医
療
に
お
け
る
控

除
対
象
外
消
費
税
問
題
は
未
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
消
費
税
対
応
分
を
一
律
に
診
療
報
酬
へ
上
乗
せ
補
て

ん
す
る
だ
け
の
従
来
型
の
施
策
で
は
、
患
者
に
目
に
見
え
な
い
負
担
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
医

療
機
関
の
設
備
投
資
を
困
難
と
し
、
地
域
医
療
の
充
実
を
図
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
府
は
、
平
成
三
十
年

度
税
制
大
綱
に
記
さ
れ
た
税
制
上
の
抜
本
的
な
解
決
に
向
け
た
結
論
を
、
早
急
か
つ
具
体
的
に
示
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。 

 

今
国
会
で
成
立
を
目
指
し
て
い
る
医
師
の
偏
在
対
策
を
謳
っ
た
医
師
法
お
よ
び
医
療
法
の
改
正
は
、
将
来

的
に
国
か
ら
医
師
へ
の
強
制
的
な
規
制
や
制
限
を
生
む
懸
念
が
あ
る
。
今
ま
で
医
師
は
、
自
由
に
診
療
科
や

地
域
を
選
択
し
、
自
発
的
に
研
鑽
を
積
ん
で
医
療
の
質
を
高
め
、
国
民
の
健
康
に
大
き
く
寄
与
し
て
き
た
。

故
に
、
医
師
の
偏
在
対
策
に
お
い
て
医
師
専
門
職
と
し
て
の
自
律
性
、
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
オ

ー
ト
ノ
ミ
ー
が
最
も
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
望
む
。 

 

以
上
よ
り
、
我
々
は
国
民
の
健
康
と
医
療
制
度
を
守
る
た
め
に
、
左
記
の
如
く
決
議
す
る
。 

 

記 

 

一
、
社
会
保
障
の
た
め
の
安
定
し
た
財
源
を
確
保
せ
よ
。 

一
、
控
除
対
象
外
消
費
税
問
題
の
抜
本
的
解
決
を
せ
よ
。 

一
、
医
師
の
偏
在
対
策
は
、
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
を
尊
重
せ
よ
。 

 

平
成
三
十
年
三
月
十
七
日 

 
 

愛
知
県
医
師
会
第
一
八
〇
回
（
臨
時
）
代
議
員
会 


